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第
一
次
分
権
改
革
（
二
〇
〇
〇
年
）
以
降
の

　
地
方
自
治
法
改
正

　
い
わ
ゆ
る
「
地
方
分
権
一
括
法
」（
平
成
一
一
年
法
律

八
七
号
）
の
改
正
に
よ
り
二
〇
〇
〇
年
四
月
か
ら
新
「
地

方
自
治
法
」
が
施
行
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
降
の
地
方
自
治

法
の
改
正
の
経
緯
及
び
概
要
は
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
以

下
、
各
改
正
の
う
ち
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
背
景
及
び
内

容
等
を
概
説
す
る
。

　
二
〇
〇
二
年
改
正
の
重
要
事
項
は
、
住
民
監
査
請
求
・

住
民
訴
訟
制
度
の
改
正
（
二
四
二
条
～
二
四
二
条
の
三
、

二
四
三
条
の
二
）
で
あ
り
、
二
六
次
地
方
制
度
調
査
会
答

申
（
二
〇
〇
〇
・
一
〇
）
等
を
受
け
て
改
正
さ
れ
た
。
特

に
四
号
訴
訟
を
自
治
体
に
代
位
し
て
長
個
人
や
職
員
個
人

を
被
告
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
等
を
す
る
代
位
訴
訟
と
し

て
構
成
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
執
行
機
関
等
に
対
し
て
長

個
人
や
職
員
個
人
へ
の
損
害
賠
償
請
求
等
を
求
め
る
義
務

付
け
訴
訟
に
再
構
成
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
財
務
会

計
行
為
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
自
治
体
の
政
策
判
断
等
を

住
民
訴
訟
の
形
態
を
と
っ
て
争
う
ケ
ー
ス
が
多
く
な
り
、

一
方
で
訴
訟
リ
ス
ク
を
個
人
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
積
極
的
な
政
策
展
開
が
困
難
に
な
る

と
い
う
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
。

　
二
〇
〇
三
年
改
正
の
重
要
事
項
は
、
公
の
施
設
の
管
理

へ
の
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
（
二
四
四
条
～
二
四
四
条

の
四
）
で
あ
る
。
従
来
、
自
治
体
出
資
法
人
等
に
対
し
て

事
実
行
為
を
委
託
す
る
管
理
委
託
制
度
で
あ
っ
た
が
、
民

間
事
業
者
等
に
対
し
て
使
用
許
可
権
限
も
行
使
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
指
定
管
理
者
制
度
に
変
更
さ
れ
た
。
公
の
施

設
の
管
理
を
効
果
的
・
効
率
的
に
実
施
す
る
た
め
に
民
間
事

業
者
等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
二
〇
〇
四
年
改
正
の
重
要
事
項
は
、
都
道
府
県
の
自
主

的
合
併
手
続
等
の
整
備
（
六
条
～
六
条
の
二
）
と
地
域
自

治
区
の
創
設
（
二
〇
二
条
の
四
～
二
〇
二
条
の
九
）
で
あ

り
、
二
七
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
（
二
〇
〇
三
・
一
一
）

を
受
け
て
法
制
化
さ
れ
た
。
前
者
は
、
都
道
府
県
合
併
は

特
別
法
の
制
定
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
都
道
府
県
議
会
の

議
決
を
経
た
申
請
に
基
づ
き
、
内
閣
が
国
会
の
承
認
を
経

て
決
定
す
る
手
続
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
、

住
民
自
治
の
強
化
の
観
点
か
ら
市
町
村
内
の
一
定
区
域
を

単
位
と
す
る
一
般
制
度
と
し
て
の
地
域
自
治
組
織
を
創
設

す
る
も
の
で
あ
り
、
住
民
か
ら
な
る
地
域
協
議
会
は
地
域

に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
市
町
村
長
等
に
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
二
〇
〇
六
年
改
正
の
重
要
事
項
は
、
副
知
事
・
助
役
制

度
の
見
直
し
（
一
六
一
条
～
一
六
七
条
）
と
議
会
制
度
の

見
直
し
（
一
〇
一
条
等
）
で
あ
り
、
二
八
次
地
方
制
度
調

査
会
答
申
（
二
〇
〇
五
・
一
二
）
を
受
け
て
改
正
さ
れ
た
。

前
者
は
、
市
町
村
助
役
を
副
市
町
村
長
と
変
更
し
た
う
え

で
、
副
知
事
・
副
市
町
村
長
は
長
の
補
佐
や
代
理
の
み
な

ら
ず
、
長
の
命
を
受
け
政
策
・
企
画
を
つ
か
さ
ど
り
、
長

の
委
任
を
受
け
て
自
ら
の
権
限
と
責
任
で
事
務
を
処
理
で

き
る
こ
と
を
明
確
化
し
た
。
後
者
は
、
議
会
の
権
限
や
長

と
の
関
係
に
つ
い
て
、
議
会
の
自
主
性
・
自
律
性
の
拡
大

の
観
点
か
ら
見
直
す
も
の
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
臨
時
会

招
集
請
求
権
の
議
長
へ
の
付
与
が
議
論
に
な
っ
た
。
議
長

に
議
会
招
集
権
が
な
い
こ
と
が
議
会
側
か
ら
問
題
視
さ
れ

て
い
た
が
、
議
案
の
大
半
が
長
提
案
で
あ
る
実
態
等
を
踏

ま
え
、
臨
時
会
招
集
請
求
権
の
付
与
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
二
〇
一
一
年
改
正
の
重
要
事
項
は
、
議
決
事
件
の
範
囲

の
拡
大
（
九
六
条
）
で
あ
り
、
二
九
次
地
方
制
度
調
査
会

答
申
（
二
〇
〇
九
・
六
）
を
受
け
て
改
正
さ
れ
た
。
従
来
、

法
定
受
託
事
務
は
任
意
的
議
決
事
件
（
九
六
条
二
項
）
の

対
象
外
で
あ
っ
た
が
、
同
事
務
も
自
治
体
の
事
務
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
国
の
安
全
に
関
わ
る
事
務
な
ど
政
令
で
定
め

る
も
の
以
外
は
対
象
と
な
っ
た
。
同
年
の
改
正
は
、
二
〇

〇
九
年
の
政
権
交
代
後
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
地
方
分
権

改
革
推
進
計
画
（
二
〇
〇
九
・
一
二
）
に
基
づ
く
義
務
付

け
の
見
直
し
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
に
お
け
る
義
務
付
け

も
見
直
さ
れ
た
（
市
町
村
基
本
構
想
の
策
定
義
務
（
旧
二

条
四
項
）
等
）。
な
お
、
直
接
請
求
代
表
者
の
資
格
制
限

の
創
設
等
（
七
四
条
等
）
は
、最
高
裁
判
決
（
二
〇
〇
九
・

一
一
・
一
八
。
地
方
自
治
法
施
行
令
が
公
職
選
挙
法
の
公

務
員
等
の
立
候
補
制
限
規
定
（
八
九
条
）
を
準
用
し
て
請

求
代
表
者
の
資
格
を
制
限
し
て
い
る
点
が
無
効
と
さ
れ

た
）
を
受
け
て
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
二
〇
一
二
年
改
正
の
重
要
事
項
は
、
国
等
に
よ
る
違
法

確
認
訴
訟
制
度
の
創
設
（
二
五
一
条
の
七
、二
五
二
条
等
）

で
あ
り
、
地
方
行
財
政
検
討
会
議
の
「
地
方
自
治
法
抜
本

戦
後
自
治
の
あ
ゆ
み

　
三
　
野
　
　
　
靖

分
権
改
革
以
降
の
地
方
自
治
法
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改
正
に
つ
い
て
の
考
え
方
（
平
成
二
二
年
）」（
二
〇
一
一
・

一
）
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
国
地
方
係
争
処

理
委
員
会
の
制
度
が
国
等
の
関
与
に
関
す
る
自
治
体
か
ら

の
審
査
申
出
だ
け
で
あ
り
、自
治
体
が
国
等
の
是
正
要
求
・

指
示
に
応
じ
ず
、
審
査
申
出
も
行
わ
な
い
場
合
は
、
不
作

為
の
状
態
が
続
く
こ
と
に
な
り
、
現
実
に
住
民
基
本
台
帳

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
問
題
が
あ
っ
た
た

め
、
国
等
に
よ
る
自
治
体
の
不
作
為
の
違
法
確
認
訴
訟
制

度
が
創
設
さ
れ
た
。
臨
時
会
の
招
集
権
の
議
長
へ
の
付
与

（
一
〇
一
条
）、
専
決
処
分
制
度
の
見
直
し
（
一
七
九
条
）

等
は
、
鹿
児
島
県
阿
久
根
市
等
で
の
違
法
な
権
限
濫
用
の

問
題
が
あ
り
、地
方
行
財
政
検
討
会
議
の
上
記
「
考
え
方
」

や
三
〇
次
地
方
制
度
調
査
会
意
見
（
二
〇
一
一
・
一
二
）

を
踏
ま
え
て
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
二
〇
一
四
年
改
正
の
重
要
事
項
は
、
事
務
の
代
替
執
行

制
度
の
創
設
（
二
五
二
条
の
一
六
の
二
～
四
）
で
あ
り
、

三
〇
次
地
方
制
度
調
査
会
答
申
（
二
〇
一
三
・
六
）
を
受

け
て
改
正
さ
れ
た
。
既
存
の
事
務
委
託
制
度
（
二
五
二
条

の
一
四
）
は
、
委
託
自
治
体
か
ら
受
託
自
治
体
へ
権
限
が

移
り
、
受
託
自
治
体
の
事
務
と
し
て
効
力
を
有
す
る
の
に

対
し
て
、
事
務
代
替
執
行
制
度
は
、
代
替
執
行
し
て
も
ら

う
自
治
体
が
執
行
し
た
も
の
と
し
て
効
力
を
有
し
、
事
務

処
理
基
準
も
代
替
執
行
し
て
も
ら
う
自
治
体
の
基
準
に
よ

る
こ
と
に
な
る
。
小
規
模
市
町
村
等
で
処
理
が
困
難
な
事

務
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
や
他
の
市
町
村
が
代
わ
っ
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
制
度
の
選
択
肢
を
広
げ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
同
年
に
は
、
行
政
不
服
審
査
法
の
改
正
に
伴
い
地
方

自
治
法
上
の
不
服
申
立
て
に
関
す
る
規
定
が
改
正
さ
れ
た
。

　
地
方
自
治
基
本
法
・
自
治
基
本
条
例
の
道

　
第
一
次
分
権
改
革
以
降
の
地
方
自
治
法
の
改
正
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
次
の
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
一
つ
は
、
議
会
に
関
す
る
制
度
改
正
が
頻
繁
に
行
わ
れ

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
地
方
分
権
に
よ
り
議
会
の
役
割
が

重
要
に
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
実
態
と
し
て
は

権
限
を
使
い
こ
な
せ
て
お
ら
ず
追
い
つ
い
て
い
な
い
。

　
二
つ
は
、
法
体
系
と
し
て
歪
な
姿
に
な
っ
て
い
る
。
本

稿
執
筆
時
の
条
数
は
四
六
四
条
あ
る
が
、
う
ち
枝
番
の
あ

る
条
文
が
二
四
五
条
、
枝
番
の
枝
番
が
あ
る
条
文
が
一
七

条
、
最
も
数
の
大
き
い
枝
番
は
「
二
五
二
条
の
四
六
」、

削
除
さ
れ
条
項
の
み
残
っ
て
い
る
の
が
七
九
条
な
ど
、
他

の
個
別
法
と
の
関
係
も
含
め
て
法
律
の
構
成
自
体
が
極
め

て
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

　
三
つ
は
、
第
一
次
分
権
改
革
前
は
、
良
く
も
悪
く
も
地

方
自
治
制
度
の
根
幹
に
係
わ
る
改
正
事
項
が
中
心
で
あ
っ

た
が
、
同
改
革
以
降
は
、
細
か
な
事
項
に
つ
い
て
の
改
正

が
多
す
ぎ
、
法
改
正
を
伴
わ
な
く
と
も
運
用
で
で
き
る
よ

う
な
事
項
や
自
治
体
の
裁
量
に
委
ね
れ
ば
よ
い
事
項
も
少

な
か
ら
ず
あ
る
。
ま
た
、
一
部
の
自
治
体
の
例
外
的
な
行

政
運
営
に
振
り
回
さ
れ
て
改
正
し
た
事
項
も
あ
る
。

　
現
行
の
地
方
自
治
法
は
、
も
は
や
地
方
自
治
に
関
す
る

「
大
綱
」（
一
条
）
ど
こ
ろ
か
自
治
体
の
箸
の
上
げ
下
ろ
し

ま
で
規
律
す
る
立
法
的
関
与
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、「
地

方
自
治
の
本
旨
」
を
具
体
化
し
、
準
憲
法
的
性
格
に
位
置

付
け
る
「
地
方
自
治
基
本
法
」
及
び
「
自
治
基
本
条
例
」

の
道
を
も
う
一
度
探
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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　表　第１次分権改革(2000年)以降の地方自治法改正

地方自治法改正年 主 な 改 正 内 容

2002年改正 
(平成14年法律４号)

・直接請求の要件緩和等（解散・解職の直接請求の
署名収集要件の緩和等）

・住民訴訟制度等の充実（訴訟類型の再構成（被告
を長・職員個人から執行機関へ）等）

・中核市の指定要件の緩和
・地方議会制度の充実 （議員派遣の根拠・手続の
明確化等）

2003年改正 
（平成15年法律81号）

・指定管理者制度の導入
・都道府県の局部数の法定制度の廃止

2004年改正 
(平成16年法律57号)

・都道府県の自主的合併手続等の整備
・議会の定例会の招集回数の自由化
・地域自治区の創設
・条例による事務処理特例の拡充
・財務会計制度の見直し（長期継続契約の対象範囲
拡大、支出命令の簡素化）

2006年改正 
(平成18年法律53号)

・副知事・助役制度の見直し（副市町村長制度等）
・出納長・収入役制度の廃止（会計管理者制度）
・監査委員定数の増加の自由化
・地方六団体への情報提供制度の導入
・吏員の廃止
・財務会計制度の見直し（クレジットカード納付、
行政財産の貸付範囲の拡大等）

・議会制度の見直し（臨時会の招集請求権を議長へ
付与、委員会の議案提出権の創設等）

・中核市要件の緩和

2011年改正 
(平成23年法律35号)

・議員定数の法定上限の撤廃
・議決事件の範囲の拡大（任意的議決事件に法定受
託事務も対象）

・行政機関等の共同設置の対象の拡大
・全部事務組合等の廃止
・地方分権改革推進計画に基づく義務付けの廃止
・直接請求制度の改正（請求代表者の資格制限の創
設等）

2012年改正 
(平成24年法律72号)

・条例による通年会期選択制度の導入
・臨時会の招集権を議長へ付与
・議会運営に係る法定事項の条例委任等
・議会の調査に係る出頭等の請求要件の明確化
・政務調査費制度の改正（政務活動費制度）
・議会と長との関係の見直し（再議制度、専決処分
制度等）

・直接請求の要件緩和（解散・解職に必要な署名数
要件の緩和）

・国等による違法確認訴訟制度の創設
・一部事務組合等からの脱退手続きの簡素化等

2014年改正 
(平成26年法律42号)

・指定都市制度の見直し（区の役割の拡充、指定都
市都道府県調整会議の設置）

・中核市制度と特例市制度の統合
・新たな広域連携の制度の創設（連携協約制度、事
務の代替執行制度の創設）


